
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年３月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年９月１５日 ０２時２０分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市西浦
にしのうら

埼西南西方沖 

 西浦岬灯台から真方位２５５°３.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°３９.０′ 東経１３０°０８.１′） 

事故の概要  油タンカー第十六大徳
だいとく

丸は、南西進中、また、引船はやふじは、北

東進中、両船が衝突した。 

第十六大徳丸は、船体に凹損などが生じた。 

事故調査の経過 平成２６年９月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油タンカー 第十六大徳丸、１９９トン 

１３０４８３、大同石油株式会社 

   ４７.９３ｍ×８.００ｍ×３.４５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成３年９月１１日 

Ｂ 引船 はやふじ、１９トン 

   １３９－１８広島、有限会社なみふじ 

   ２５.７５ｍ×５.４０ｍ×２.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３６kＷ、平成１７年３月２５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７２歳 

五級海技士（航海）（旧就業範囲） 

    免 許 年 月 日 昭和４１年４月１５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１０月８日 

  免状有効期間満了日 平成２７年６月２７日 

航海士Ａ 男性 ６６歳 

五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４９年６月１４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年５月２４日 

    免状有効期間満了日 平成２８年７月１１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 



- 2 - 

免許登録日 昭和５９年９月１３日 

免許証交付日 平成２６年４月１８日 

       （平成３１年９月１２日まで有効） 

 甲板員Ｂ 男性 ２０歳 

一級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２５年８月９日 

免許証交付日 平成２５年８月９日 

           （平成３０年８月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に凹損、ハンドレールに折損及び曲損 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：うねり 波向北東、波高約２ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２人が乗り組み、Ａ重油約５００

kℓを積載し、長崎県佐世保市佐世保港に向け、西浦埼北西方沖を約

９.２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により

南西進中、単独で船橋当直中の航海士Ａが、左舷前方に２隻の反航船

を視認した。 

航海士Ａは、レーダーを３Ｍレンジで使用し、Ｂ船を左舷船首約

２.５Ｍに確認した際、マスト灯及び右舷灯を視認し、また、Ｂ船の

南方に他の反航船のマスト灯及び右舷灯を視認したが、反航船２隻と

左舷対左舷で通過するとともに灯台瀬灯標の南方を航行することとし

て５°右に変針した。 

航海士Ａは、レーダーの固定距離マーカー及び電子方位輝線により

Ｂ船までの距離が約１.５Ｍ、Ｂ船との通過距離が約０.５Ｍであるこ

とを確認し、また、Ｂ船の方位が左方に変化してきたので、灯台瀬灯

標との通過距離を保とうと思い５°左に変針した。 

Ａ船は、航海士Ａが、Ｂ船と目測で約０.２Ｍ離して通過できると

思い、航行していたところ、Ｂ船が目測約０.５Ｍ先から左転してき

たので、直ちに手動操舵に切り換えて右舵一杯とし、機関を停止した

ものの、平成２６年９月１５日０２時２０分ごろ左舷船首部とＢ船の

船首部とが衝突した。 

Ａ船は、Ｂ船と離れた後に航海士Ａが船長Ａを呼び、昇橋した船長

Ａの操船指揮で停船した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂほか１人が乗り組み、関門港若松区に

向け、西浦埼西南西方沖を約１０.５kn の速力で自動操舵により北東

進していた。 

甲板員Ｂは、単独で船橋当直につき、レーダーを１.５Ｍレンジ、ヘ

ッドアップ及び画面の中心を０.５Ｍ後方にずらしたオフセンターに

設定し、前方が約２Ｍまで映るようにして使用していたところ、右舷
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前方の約１.３Ｍに灯台瀬灯標らしき映像を見て、また、右舷前方に赤

い光を確認したので、灯台瀬灯標の灯光と思い、同灯標の北方を通って

ショートカットする目的で１０°左転した。 

Ｂ船は、変針後、甲板員Ｂが、右舷船首の至近に赤い光を視認したの

で、自動操舵で左舵一杯として主機のスロットルレバーを一杯に下げた

ものの、Ａ船と衝突した。 

Ｂ船は、Ａ船と離れた後、船長Ｂが直ちに昇橋して指揮をとり、停船

したＡ船の左舷後方に接近して両船の損傷状況を確認した後に海上保安

庁へ本事故の発生を通報し、海上保安庁の指示によりＡ船と共に福岡

市博多港第３区まで自力で航行して錨泊した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  甲板員Ｂは、灯台瀬灯標の灯質などの情報を知らず、また、連日の

作業により疲労しており、入直前から眠気があった。 

 灯台瀬灯標の灯質は、群閃白光５秒ごとに２閃光である。 

 Ｂ船の自動操舵装置は、最大舵角が１５°に設定されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、西浦埼西南西方沖を南西進中、航海士Ａが、Ｂ船と左舷対

左舷で約０.２Ｍ離して通過しようとしたものの、Ｂ船が約０.５Ｍ先

で左転してきたことから、手動操舵で右舵一杯とし、機関を停止した

もののＢ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、西浦埼西南西方沖を北東進中、甲板員Ｂが、Ａ船の左舷灯

を灯台瀬灯標の灯光と誤認したことから、同灯標の北方を航行するつ

もりで左転し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 甲板員Ｂは、灯台瀬灯標の灯質を知らなかったこと、及び疲労によ

る眠気で覚醒水準が低下していたことから、Ａ船の左舷灯を灯台瀬灯

標の灯光と誤認した可能性があるものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、西浦埼西南西方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ

船が北東進中、甲板員Ｂが、Ａ船の左舷灯を灯台瀬灯標の灯光と誤認

したため、同灯標の北方を航行するつもりで左転し、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・当直者は、目標となる灯標などの情報を理解しておくこと。 

・十分な休息をとることができるような就労体制を組むこと。 

 

 

 



 

 

-
 
4
 
- 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２６年９月１５日 ０２時２０分ごろ発生） 

Ｂ船の進路 

Ａ船の進路 

他の反航船 


